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一般申請事業の手続

急施の豪雨対策の手続

令和４年４月１日 ただし、（４）は公布の日から起算して１年６月を超えない範囲内において政令で定める日

３．施行期日

２．法律案の概要

○ 農業の持続的な発展に向けて、頻発化・激甚化する豪雨災害により二次被害が発生するお
それのあるため池、排水機場等の緊急的な防災工事を迅速に実施するとともに、農業生産基
盤の整備を効果的に実施し、担い手への農地の集積・集約化を加速する必要がある。

○ 小規模な土地改良事業を実施する市町村、土地改良区の技術職員が不足し、防災・減災
対策や農業基盤の整備等の円滑な実施に支障が生じていることから、資金調達や事業実施
についての支援体制を構築する必要がある。

○ 小規模な土地改良区が、農村地域の実情に応じた持続的な管理体制へ移行する場合に、
施設の適正な管理を維持しつつ、円滑に組織変更できる仕組みを導入する必要がある。

１．背景
土地改良法の一部を改正する法律案の概要

（１）急施の防災事業の拡充
○ 国又は地方公共団体が、自らの判断により実施し、原則と
して事業参加資格者の費用負担及び同意を求めない防災
事業の対象※１に、農業用用排水施設の豪雨対策を追加
※１ 現行は地震対策のみが対象 （第87条の４及び第96条の４関係）

（２）農地中間管理機構関連事業の拡充
○ 都道府県が、農地中間管理権の設定された一定のまとまりの
ある農地において、農地中間管理機構の同意により実施し、
事業参加資格者の費用負担を求めない基盤整備事業の対
象※２に、農業用用排水施設、暗渠排水等の整備を追加
※２ 現行は区画整理及び農用地の造成のみが対象

（第87条の３及び第88条関係）

（３）土地改良事業団体連合会の業務の見直し
○ 土地改良区等が行う防災・減災対策や小規模な基盤整備を支援するため、土地改良事
業団体連合会の事業に以下を追加
① 全国土地改良事業団体連合会が、長期借入金・債券発行により資金を調達し、土地
改良区等へ交付すること

② 土地改良区等からの委託を受けて土地改良事業の工事を行うこと
（第111条の９及び第111条の22から第111条の25まで関係）

（第111条の９関係）

（４）土地改良区の組織変更制度の創設
○ 土地改良区が、一般社団法人又は認可地縁団体へ組織変更できる仕組みを創設

（第76条から第76条の16まで関係）


